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次  第 
 

 

○審議会第２回会議 

１  開会 

 

２  議事 

 （１）報告事項 

① 令和４年度、５年度労働報酬下限額適用案件の履行状況等について 
 

 （２）協議事項 

① 建設工事に係る労働報酬下限額について 

② 見習い・年金受給者に係る労働報酬下限額について 

⑴ 特例的な労働報酬下限額の計算方法について 

⑵ 見習いの定義づけについて 

 ⑶ 年金受給者に係る特例的下限額を設定する必要性について 

 

３  その他 

 

４  閉会 
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資料１ 
 

 

令和５年度越谷市労働報酬等審議会第２回会議資料 
 

 

 

 

 

 

【報告事項】 

①  令和４、５年度労酬下限額適用案件の 

履行状況等について 
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① 令和４、５年度労働報酬下限額適用案件の履行状況等について 

令和４年度 

【労働報酬下限額適用案件数】 

工事請負   １７件  業務委託   ３２件   

 指定管理協定  １件    合計   ５０件   
 

○工事請負 案件一覧 

№ 契約名 契約金額(円) 業者名 

1 （仮称）緑の森公園保育所建設工事（機械設備） 129,800,000 (株)ナカノヤ            

2 （仮称）緑の森公園保育所建設工事（電気設備） 93,500,000 太洋電設工業(株)          

3 旧越谷市立蒲生小学校校舎等解体工事 478,500,000 髙元建設(株)            

4 七左ェ門川改修工事（除塵機） 54,340,000 大同機工(株)            

5 （仮称）緑の森公園保育所建設工事（建築） 971,300,000 和光・水谷経常 JV  

6 児童館ヒマワリ冷暖房設備改修工事 80,300,000 (株)ナカノヤ            

7 北越谷学童保育室建設工事 83,600,000 (有)大熊建設            

8 千疋幹線排水路整備工事４－１ 126,500,000 池中建設(株)            

9 大相模分団第２部器具置場及び耐震性貯水槽新設工事 96,030,000 (株)豊田工務店           

10 新川都市下水路築造工事（３－２） 140,580,000 山﨑建設(株)            

11 公園整備工事（（仮称）西大袋第１号公園） 143,000,000 (株)鈴木組             

12 橋梁耐震整備工事（廣橋） 103,400,000 山﨑建設(株)            

13 越谷市立城ノ上小学校ＬＥＤ照明整備工事 49,874,000 太洋電設工業(株)          

14 平新川調整池整備工事（４－１） 66,000,000 池中建設(株)            

15 （仮称）桜井分署建設用地造成工事 75,130,000 三ツ和総合建設業協同

組合 埼玉東部営業所 

16 橋梁補修工事（〆切橋） 57,530,000 (株)鈴木組             

17 越谷市役所外構整備工事 679,250,000 髙元・猪又経常 JV 

 

○業務委託 案件一覧 

№ 契約名 契約金額(円) 業者名 

1 街路樹等管理委託（市道２３４０号線外５３か所） 29,700,000 (有)片桐造園            

2 街路樹等管理委託（市道１１３０号線外３１か所） 21,670,000 (株)中新造園            

3 街路樹等管理委託（市道２３００号線外４４か所） 16,500,000 (有)宝亀園             

4 街路樹等管理委託（市道２１１０号線外３２か所） 14,410,000 (株)深野造園            

5 街路樹等管理委託（市道１０５０号線外２７か所） 9,526,000 (株)東武園芸            

6 公園等管理委託（緑の森公園外３６か所） 44,990,000 (株)サンエー緑化          

7 公園等管理委託（越谷総合公園外２８か所） 40,865,000 (株)中新造園            

8 公園等管理委託（鷺高第五公園外２１か所） 32,626,000 (株)深野造園            

9 公園等管理委託（元荒川緑道外３か所） 27,181,000 (株)東武園芸            

10 公園管理委託（大吉公園外１２か所） 25,477,100 (株)東武緑化サービス        

11 公園等管理委託（千間台第四公園外１８か所） 24,200,000 (有)クリーンガーデン

緑屋       

12 公園管理委託（平方公園外１３か所） 23,870,000 (株)東武園芸            

13 公園管理委託（（仮称）大相模調節池親水公園） 23,826,000 (株)深野造園            
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14 公園等管理委託（出羽公園外１８か所） 22,440,000 (株)中新造園            

15 公園等管理委託（蒲生公園外１４か所） 17,105,000 (株)大樹              

16 除草業務委託（その１） 11,000,000 (株)深野造園            

17 除草業務委託（その２） 12,100,000 (株)東武園芸            

18 草刈清掃委託（西大袋その１） 12,100,000 (有)片桐造園            

19 草刈清掃委託（西大袋その２） 10,450,000 (株)深野造園            

20 街路樹剪定委託（市道８００８７号線外８路線） 19,140,000 (有)片桐造園            

21 街路樹剪定委託（市道１０２０号線外５路線） 12,100,000 (株)東武園芸            

22 街路樹剪定委託（市道２１１０号線外２路線） 10,890,000 (株)深野造園            

23 街路樹剪定委託（市道２１９０号線外４路線） 9,900,000 (株)中新造園            

24 桜井地区センター・地域包括支援センター桜井清掃業

務委託（長期継続契約） 

10,509,048 (株)むさしビルクリー

ナー       

25 越谷市被保護者就労支援事業業務委託（長期継続契

約） 

34,231,384 特定非営利活動法人ワ

ーカーズコープ 

26 越谷市生活困窮者自立支援事業業務委託（長期継続契

約） 

92,502,740 特定非営利活動法人ワ

ーカーズコープ 

27 越谷市障害者等相談支援事業業務委託（北部地区）（長

期継続契約） 

13,427,400 特定非営利活動法人合          

28 越谷市障害者等相談支援事業業務委託（東部地区）（長

期継続契約） 

13,500,000 社会福祉法人平徳会           

29 越谷市障害者等相談支援事業業務委託（南部地区）（長

期継続契約） 

13,500,000 特定非営利活動法人結          

30 越谷市障害者等相談支援事業業務委託（西部地区）（長

期継続契約） 

13,500,000 医療法人秀峰会             

31 越谷市立病院医事業務等業務委託（長期継続契約・単

価契約） 

718,565,548 (株)セラム 

32 物品供給管理システム業務委託(市立病院) 288,750,000 アフレッサメディカ

ルサービス（株） 
 

○指定管理協定 案件一覧 

№ 契約名 上限額 業者名 

1 男女共同参画支援センター 147,800,000 街活性室(株) 
 

【履行状況報告書提出件数】 

工事請負   １７件  業務委託   ３２件    

指定管理協定  １件    合計   ５０件 ※全て提出済み 
 

【従事労働者数】○履行状況報告書が提出された全案件の従事労働者数をまとめた一覧 

 正社員 ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ その他(下請等) 合計 

工事請負 ３５８人 ６人 ９２６人 １，２９０人 

業務委託 ２１４人 ７９人 ７３人 ３６６人 

指定管理 ２人 ７人 ０人 ９人 

合計 ５７４人 ９２人 ９９９人 １，６６５人 
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【最低支払賃金額の報告状況】Ｒ４ 

 工事請負 
○履行状況報告書が提出された全案件のうち職種ごとの最低支払賃金額をまとめた一覧 

職種 労働報酬下限額 
最低支払賃金額 

（最低額） 

最低支払賃金額 

（最高額） 

特殊作業員 2,723 2,800 3,600 

普通作業員 2,408 2,490 2,875 

軽作業員 1,688 － － 
造園工 2,363 2,380 2,750 

法面工 3,004 － － 
とび工 3,072 3,125 3,500 

石工 3,027 － － 
ブロック工 2,847 3,125 3,125 

電工 2,734 2,750 4,000 

鉄筋工 3,105 3,120 3,120 

鉄骨工 2,824 － － 
塗装工 3,229 3,250 3,350 

溶接工 3,297 3,425 3,425 

運転手（特殊） 2,903 3,176 3,800 

運転手（一般） 2,532 2,550 2,800 

潜かん工 3,499 － － 
潜かん世話役 4,152 － － 
さく岩工 3,522 － － 
トンネル特殊工 3,488 － － 
トンネル作業員 2,847 － － 
トンネル世話役 3,837 － － 
橋りょう特殊工 3,510 － － 
橋りょう塗装工 3,510 － － 
橋りょう世話役 3,972 － － 
土木一般世話役 2,835 3,095 3,800 

高級船員 3,432 － － 
普通船員 2,723 － － 
潜水士 4,624 － － 
潜水連絡員 3,409 － － 
潜水送気員 3,342 － － 
山林砂防工 3,027 － － 
軌道工 5,603 － － 
型わく工 2,982 3,000 3,085 

大工 2,880 2,900 2,937 

左官 3,072 3,220 3,750 

配管工 2,599 2,620 3,300 

はつり工 2,880 3,562 3,562 

防水工 3,297 － － 
板金工 3,263 3,312 3,312 

タイル工 2,672 3,500 3,500 

サッシ工 2,982 － － 
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屋根ふき工 2,772 2,780 2,780 

内装工 3,184 3,190 3,250 

ガラス工 2,970 － － 
建具工 2,798 2,875 2,875 

ダクト工 2,678 － － 
保温工 2,599 － － 
建築ブロック工 2,764 － － 
設備機械工 2,622 3,125 3,300 

交通誘導警備員Ａ 1,733 2,500 2,500 

交通誘導警備員Ｂ 1,542 1,650 2,000 

見習い 1,350 － － 
年金受給 1,350 － － 

 

 

業務委託 
○履行状況報告書が提出された全案件の最低支払賃金額をまとめた一覧 

労働報酬下限額 
最低支払賃金額 

（最低額） 

最低支払賃金額 

（最高額） 

１，００９円 １，０１０円 １，９０４円 

 

 

指定管理 
○履行状況報告書が提出された全案件の最低支払賃金額をまとめた一覧 

労働報酬下限額 
最低支払賃金額 

（最低額） 

最低支払賃金額 

（最高額） 

１，００９円 １，０１０円 １，０１０円 
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令和５年度 

【労働報酬下限額適用案件数】※２月２２日現在 

工事請負   ３０件  業務委託   ３５件   

 指定管理協定  ０件    合計   ６５件   

 

○工事請負 案件一覧 

№ 契約名 契約金額(円) 業者名 

1 橋梁耐震整備工事（千代田橋） 288,200,000 池中建設(株)            

2 越谷市立大袋小学校外構等改修工事 232,980,000 髙元建設(株)            

3 公園整備工事（（仮称）西大袋第１号公園）二期工事 286,000,000 (株)鈴木組             

4 道路改良工事（市道４０００１号線外２路線） 66,000,000 山﨑建設(株)            

5 越谷市立城ノ上小学校太陽光設備整備工事 52,745,000 (有)スバル電業           

6 公共下水道築造工事 ４‐１ 161,700,000 (株)鈴木組             

7 公園整備工事（緑の森公園） 73,535,000 太陽建設工業(株)          

8 しらこばと運動公園競技場改修工事 238,700,000 オザワロード(株)          

9 市立病院手術室空調設備改修工事 228,800,000 (株)ナカノヤ            

10 千疋幹線排水路整備工事５－１ 126,500,000 池中建設(株)            

11 新川都市下水路築造工事（４－１） 143,000,000 山﨑建設(株)            

12 かんがい排水整備工事（５－１） 84,700,000 山﨑建設(株)            

13 平新川調整池整備工事（５－１） 137,500,000 池中建設(株)            

14 耐震性貯水槽新設工事（レイクタウン第七公園、東越

谷六丁目公園） 

59,620,000 三ツ和総合建設業協同                

組合 埼玉東部営業所 

15 末田落し改修工事５－１ 96,360,000 山﨑建設(株)            

16 越谷市立大沢北小学校屋内運動場空調設備設置工事 104,720,000 (株)ナカノヤ            

17 越谷市立千間台小学校屋内運動場空調設備設置工事 108,570,000 (株)ナカノヤ            

18 越谷市立花田小学校屋内運動場空調設備設置工事 103,290,000 (株)ナカノヤ            

19 越谷市立大袋北小学校屋内運動場空調設備設置工事 87,670,000 (株)桶新設備            

20 越谷市立平方小学校屋内運動場空調設備設置工事 101,860,000 (株)ナカノヤ            

21 越谷市立宮本小学校屋内運動場空調設備設置工事 86,900,000 (株)ナカノヤ            

22 越谷市立出羽小学校屋内運動場空調設備設置工事 74,723,000 (株)協和設備            

23 （仮称）共同消防指令センター建設工事（電気設備） 130,900,000 村川電気工業(株)          

24 越谷市立大間野小学校屋内運動場空調設備設置工事 72,043,400 (株)協和設備            

25 越谷市立西中学校照明器具ＬＥＤ化工事 55,000,000 太洋電設工業(株)          

26 越谷市立東中学校照明器具ＬＥＤ化工事 51,150,000 太洋電設工業(株)          

27 （仮称）共同消防指令センター建設工事（機械設備） 115,830,000 (株)豊田設備            

28 鷺高ポンプ場電気設備改築工事 225,500,000  (株)大久保電気           

29 市立図書館エアハンドリングユニット改修工事 66,000,000 (株)ナカノヤ            

30 応急対策工事（５－６） 53,020,000 山﨑建設(株)            

 

○業務委託 案件一覧 

№ 契約名 契約金額(円) 業者名 

1 街路樹等管理委託（市道２３４０号線外５２か所） 30,195,000 (有)片桐造園            

2 街路樹等管理委託（市道１１３０号線外３１か所） 22,000,000 (株)中新造園            
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3 街路樹等管理委託（市道２３００号線外４４か所） 17,490,000 (有)宝亀園             

4 街路樹等管理委託（市道２１１０号線外３２か所） 15,895,000 (株)深野造園            

5 街路樹等管理委託（市道１０５０号線外２７か所） 9,495,200 (株)東武緑化サービス        

6 除草業務委託（その１） 13,915,000 (株)深野造園            

7 除草業務委託（その２） 12,155,000 (株)東武園芸            

8 公園等管理委託（見田方遺跡公園外３６か所） 52,910,000 (株)サンエー緑化          

9 公園等管理委託（越谷総合公園外２８か所） 47,300,000 (株)中新造園            

10 公園等管理委託（鷺高第五公園外２１か所） 36,850,000 (株)深野造園            

11 公園等管理委託（元荒川緑道外３か所） 30,470,000 (株)東武園芸            

12 公園管理委託（大吉公園外１２か所） 28,710,000 (株)東武緑化サービス        

13 公園管理委託（（仮称）大相模調節池親水公園） 27,720,000 (株)東武園芸            

14 公園管理委託（平方公園外１４か所） 27,500,000 (株)東武園芸            

15 公園等管理委託（千間台第四公園外１７か所） 27,060,000 (株)東武緑化サービス        

16 公園等管理委託（出羽公園外１８か所） 26,070,000 (株)中新造園            

17 公園等管理委託（蒲生公園外１４か所） 21,120,000 (株)東武緑化サービス        

18 公園等管理委託（南荻島公園外１４か所） 10,780,000 (有)宝亀園             

19 草刈清掃委託（西大袋その１） 11,858,000 (有)片桐造園            

20 草刈清掃委託（西大袋その２） 10,395,000 (株)深野造園            

21 街路樹剪定委託（市道１１３０号線外５路線） 17,160,000 (株)中新造園            

22 街路樹剪定委託（市道１１２０号線外３路線） 10,890,000 (株)東武園芸            

23 街路樹剪定委託（市道２３５０号線外８路線） 10,450,000 (有)片桐造園            

24 夜間急患診療所清掃業務委託（長期継続契約） 9,521,600 (株)庶務サービス          

25 保健所・保健センター清掃業務委託（長期継続契約） 93,060,000 日本環境マネジメント(株)      

26 児童館ヒマワリ清掃業務委託（長期継続契約） 23,641,200 (株)リンレイサービス       

27 児童館コスモス清掃業務委託（長期継続契約） 23,870,000 首都圏環境サービス(株)       

28 越谷市障害者等相談支援事業業務委託（北部地区） 83,947,775 特定非営利活動法人合 

29 越谷市障害者等相談支援事業業務委託（南部地区） 84,000,000 特定非営利活動法人結 

30 越谷市障害者等相談支援事業業務委託（東部地区） 84,000,000 社会福祉法人平徳会 

31 越谷市障害者等相談支援事業業務委託（西部地区） 80,790,609 医療法人秀峰会 

32 越谷市障害者就労支援事業業務委託 53,656,416 ウェルビー(株) 

33 大相模地区センター清掃業務委託 9,306,000 アイル・コーポレーション(株) 

34 市立図書館設備等保守管理業務委託（長期継続契約） 22,275,000 アイル・コーポレーション(株) 

35 市立図書館清掃業務委託（長期継続契約） 23,760,000 アイル・コーポレーション(株) 

 

【履行状況報告書提出件数】※２月２０日現在 

工事請負   ２４件  業務委託   ３４件    

指定管理協定  ０件    合計   ５８件 ※未着手案件以外全て提出済み 
 

【従事労働者数】○履行状況報告書が提出された全案件の従事労働者数をまとめた一覧 

 正社員 ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ その他(下請等) 合計 

工事請負 ６１人 ５人 ２８９人 ３５５人 

業務委託 １８８人 ７４人 ７９人 ３４１人 

指定管理 ― ― ― ― 

合計 ２４９人 ７９人 ３６８人 ６９６人 
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【最低支払賃金額の報告状況】R5 

 工事請負 
○履行状況報告書が提出された全案件のうち職種ごとの最低支払賃金額をまとめた一覧 

職種 労働報酬下限額 
最低支払賃金額 

（最低額） 

最低支払賃金額 

（最高額） 

特殊作業員 2,835 2,850 3,600 

普通作業員 2,576 2,587 3,125 

軽作業員 1,834 － － 
造園工 2,565 2,565 2,800 

法面工 3,240 － － 
とび工 3,285 3,300 3,980 

石工 3,285 － － 
ブロック工 3,105 － － 
電工 2,948 2,980 3,725 

鉄筋工 3,206 3,240 3,240 

鉄骨工 2,903 － － 
塗装工 3,330 3,350 3,350 

溶接工 3,420 － － 
運転手（特殊） 3,173 3,500 3,800 

運転手（一般） 2,689 2,700 3,375 

潜かん工 3,611 － － 
潜かん世話役 4,489 － － 
さく岩工 3,825 － － 
トンネル特殊工 3,600 － － 
トンネル作業員 3,026 － － 
トンネル世話役 4,140 － － 
橋りょう特殊工 3,645 － － 
橋りょう塗装工 3,521 － － 
橋りょう世話役 4,095 － － 
土木一般世話役 3,094 3,100 3,800 

高級船員 3,758 － － 
普通船員 2,981 － － 
潜水士 4,939 － － 
潜水連絡員 3,701 － － 
潜水送気員 3,623 － － 
山林砂防工 3,263 － － 
軌道工 6,030 － － 
型わく工 3,083 3,240 3,240 

大工 3,105 － － 
左官 3,218 － － 
配管工 2,768 2,800 3,100 

はつり工 3,071 3,280 3,280 

防水工 3,555 － － 
板金工 3,443 － － 
タイル工 2,932 － － 
サッシ工 3,229 － － 
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屋根ふき工 2,960 － － 
内装工 3,386 － － 
ガラス工 3,229 － － 
建具工 2,932 － － 
ダクト工 2,914 － － 
保温工 2,824 － － 
建築ブロック工 2,932 － － 
設備機械工 2,858 － － 
交通誘導警備員Ａ 1,890 2,500 2,550 

交通誘導警備員Ｂ 1,676 1,688 2,250 

見習い 1,467 － － 
年金受給 1,467 － － 

 

業務委託 
○履行状況報告書が提出された全案件の最低支払賃金額をまとめた一覧 

労働報酬下限額 
最低支払賃金額 

（最低額） 

最低支払賃金額 

（最高額） 

１，０３５円 １，０３５円 ２，１４３円 

 

 

【報 告】 

令和４年度の労働報酬下限額適用案件の履行状況等については、まず、建設工

事において対象となっていた職種は、見習い、年金受給者も含め全職種において

労働報酬下限額以上の支払いがされていると報告をいただいています。 

業務委託においても、全ての案件で下限額を上回る額で支払いされているとの

報告を受けています。 

履行状況報告書において、報告事項で求めている関係法令の遵守状況等の報告

については、報告のあった全ての案件において、全項目が適正に遵守されている

ことを確認済みです。 

 

令和５年度の労働報酬下限額適用案件の履行状況等の報告については、建設工

事では、債務負担行為の複数年契約の案件で未着手の工事（６件）がありますが、

それ以外の工事についてはすべて報告を受けております。 

業務委託を含め、これまで報告をいただいている案件については、全ての案件

で下限額を上回る額で支払いされているとの報告を受けており、関係法令の遵守

状況等の報告についても、全項目が適正に遵守されていることを確認済みです。 
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資料２ 
 

 

令和５年度越谷市労働報酬等審議会第２回会議資料 
 

 

 

 

 

 

【協議事項】 

①建設工事に係る労働報酬下限額について 

②見習い・年金受給者に係る労働報酬下限額について 

⑴ 特例的な労働報酬下限額の計算方法について 

⑵ 見習いの定義づけについて 

⑶ 年金受給者に係る特例的下限額を設定する必要性

について 
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①建設工事に係る労働報酬下限額について 

１ 令和５年度労働報酬下限額の設定状況 

（１）令和５年度公共工事設計労務単価の９０％を基準 

〔単位:円(１時間当たり)〕 

 
 

（２）設計労務単価が設定されていない職種 

①屋根ふき工 

最後に設定された平成２２年度設計労務単価に、現在までの設計労務単価の伸び率（埼

玉県平均）を乗じた値を設計労務単価とみなし、その９０％を下限額とした。 

②タイル工、建具工、建築ブロック工 

令和４年度の埼玉県による単価に、令和５年度の設計労務単価の伸び率（埼玉県平

均）を乗じた額を設計労務単価とみなし、その９０％を下限額とした。 

③見習い、年金等の受給のために労働の対価を調整している労働者 

軽作業員の労働報酬下限額の８０％に相当する金額  

設計労務 労働報酬 設計労務 労働報酬

単価 下 限 額 単価 下 限 額

1 特殊作業員 3,150 2,835 27 普通船員 3,313 2,981

2 普通作業員 2,863 2,576 28 潜水士 5,488 4,939

3 軽作業員 2,038 1,834 29 潜水連絡員 4,113 3,701

4 造園工 2,850 2,565 30 潜水送気員 4,025 3,623

5 法面工 3,600 3,240 31 山林砂防工 3,625 3,263

6 とび工 3,650 3,285 32 軌道工 6,700 6,030

7 石工 3,650 3,285 33 型わく工 3,425 3,083

8 ブロック工 3,450 3,105 34 大工 3,450 3,105

9 電工 3,275 2,948 35 左官 3,575 3,218

10 鉄筋工 3,563 3,206 36 配管工 3,075 2,768

11 鉄骨工 3,225 2,903 37 はつり工 3,413 3,071

12 塗装工 3,700 3,330 38 防水工 3,950 3,555

13 溶接工 3,800 3,420 39 板金工 3,825 3,443

14 運転手（特殊） 3,525 3,173 40 タイル工 － 2,932

15 運転手（一般） 2,988 2,689 41 サッシ工 3,588 3,229

16 潜かん工 4,013 3,611 42 屋根ふき工 － 2,960

17 潜かん世話役 4,988 4,489 43 内装工 3,763 3,386

18 さく岩工 4,250 3,825 44 ガラス工 3,588 3,229

19 トンネル特殊工 4,000 3,600 45 建具工 － 2,932

20 トンネル作業員 3,363 3,026 46 ダクト工 3,238 2,914

21 トンネル世話役 4,600 4,140 47 保温工 3,138 2,824

22 橋りょう特殊工 4,050 3,645 48 建築ブロック工 － 2,932

23 橋りょう塗装工 3,913 3,521 49 設備機械工 3,175 2,858

24 橋りょう世話役 4,550 4,095 50 交通誘導警備員Ａ 2,100 1,890

25 土木一般世話役 3,438 3,094 51 交通誘導警備員Ｂ 1,863 1,676

26 高級船員 4,175 3,758 見習い等 － 1,467

№ 職　　種 № 職　　種
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２ 令和６年度建設工事に係る労働報酬下限額 

（１）勘案事項 

条例第６条第２項第１号の規定により、建設工事の下限額の設定にあたり、本市では設計労

務単価を勘案することとしております。 

 

 

 

 

 

    

○埼玉県における設計労務単価の推移 

 

 

※「屋根ふき工」「タイル工」「建具工」「建築ブロック工」については、賃金調査時に十分な有効標

本数が確保できなかった等の理由により、設計労務単価が設定されておりません。 

 

  

１時間
あたり

引き
上げ率

引き
上げ額

１時間
あたり

引き
上げ率

引き
上げ額

１時間
あたり

引き
上げ率

引き
上げ額

１時間
あたり

引き
上げ率

引き
上げ額

０１ 特殊作業員 3,338 5.95% 188 3,150 4.13% 125 ２７ 普通船員 3,675 10.94% 362 3,313 9.50% 288

０２ 普通作業員 3,038 6.11% 175 2,863 7.01% 188 ２８ 潜水士 5,713 4.10% 225 5,488 6.81% 350

０３ 軽作業員 2,113 3.68% 75 2,038 8.67% 163 ２９ 潜水連絡員 4,300 4.56% 187 4,113 8.58% 325

０４ 造園工 3,088 8.33% 238 2,850 8.57% 225 ３０ 潜水送気員 4,200 4.35% 175 4,025 8.42% 312

０５ 法面工 3,738 3.82% 138 3,600 7.87% 262 ３１ 山林砂防工 3,825 5.52% 200 3,625 7.81% 262

０６ とび工 3,800 4.11% 150 3,650 6.96% 237 ３２ 軌道工 6,963 3.92% 263 6,700 7.63% 475

０７ 石工 3,850 5.48% 200 3,650 8.55% 287 ３３ 型わく工 3,725 8.76% 300 3,425 3.40% 112

０８ ブロック工 3,638 5.43% 188 3,450 9.09% 287 ３４ 大工 3,588 3.99% 138 3,450 7.81% 250

０９ 電工 3,400 3.82% 125 3,275 7.82% 237 ３５ 左官 3,725 4.20% 150 3,575 4.76% 162

１０ 鉄筋工 3,775 5.96% 212 3,563 3.26% 113 ３６ 配管工 3,225 4.88% 150 3,075 6.49% 187

１１ 鉄骨工 3,400 5.43% 175 3,225 2.79% 87 ３７ はつり工 3,563 4.40% 150 3,413 6.64% 213

１２ 塗装工 3,850 4.05% 150 3,700 3.14% 112 ３８ 防水工 4,113 4.11% 163 3,950 7.85% 287

１３ 溶接工 3,950 3.95% 150 3,800 3.75% 137 ３９ 板金工 4,025 5.23% 200 3,825 5.52% 200

１４ 運転手（特殊） 3,663 3.90% 138 3,525 9.30% 300 ４０ タイル工 ― ― ― ―

１５ 運転手（一般） 3,150 5.44% 162 2,988 6.22% 175 ４１ サッシ工 3,763 4.88% 175 3,588 8.30% 275

１６ 潜かん工 4,363 8.72% 350 4,013 3.22% 125 ４２ 屋根ふき工 ― ― ― ―

１７ 潜かん世話役 5,188 4.01% 200 4,988 8.13% 375 ４３ 内装工 3,938 4.65% 175 3,763 6.36% 225

１８ さく岩工 4,438 4.41% 188 4,250 8.63% 337 ４４ ガラス工 3,725 3.83% 137 3,588 8.71% 288

１９ トンネル特殊工 4,363 9.06% 363 4,000 3.23% 125 ４５ 建具工 ― ― ― ―

２０ トンネル作業員 3,663 8.92% 300 3,363 6.32% 200 ４６ ダクト工 3,363 3.86% 125 3,238 8.82% 263

２１ トンネル世話役 4,825 4.89% 225 4,600 7.92% 337 ４７ 保温工 3,263 3.98% 125 3,138 8.66% 250

２２ 橋りょう特殊工 4,213 4.01% 163 4,050 3.85% 150 ４８ 建築ブロック工 ― ― ― ―

２３ 橋りょう塗装工 4,188 7.03% 275 3,913 0.32% 13 ４９ 設備機械工 3,300 3.94% 125 3,175 9.01% 262

２４ 橋りょう世話役 4,738 4.12% 188 4,550 3.12% 137 ５０ 交通誘導員A 2,213 5.36% 113 2,100 9.09% 175

２５ 土木一般世話役 3,675 6.91% 237 3,438 9.13% 288 ５１ 交通誘導員B 1,988 6.71% 125 1,863 8.76% 150

２６ 高級船員 4,550 8.98% 375 4,175 9.51% 362 単純平均 5.38% 単純平均 6.80%

5.9% 5.2%

埼玉県平均

全国平均

職種職種

Ｒ５（Ｒ５．２月改定） Ｒ５（Ｒ５．２月改定）Ｒ６（Ｒ６．２月改定） Ｒ６（Ｒ６．２月改定）

農林水産省及び国土交通省が、公共工事の積算に用いるため、公共工事に従事する労働者

の賃金を調査（公共事業労務費調査）し、毎年決定するものです。国の各省庁のほか、全国

の地方公共団体において、公共工事の積算に使用されています 

設計労務単価 
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（２）他自治体の状況 

①積算方法 

   各自治体が、それぞれに適用される設計労務単価に、概ね一定の率を乗じた額を労働報酬下

限額としています。 

〇令和５年度                       計２９自治体中 

  【９２％】（２自治体） 川崎市 港区                    

【９０％】（１５自治体） 多摩市、相模原市、国分寺市、渋谷区、厚木市、足立区、三木市、

千代田区、加西市、加東市、目黒区、新宿区、杉並区、江戸川区、越谷市  

【８５％】（４自治体） 野田市、草加市、世田谷区、日野市              

【８０％】（５自治体） 直方市、豊橋市、佐賀市、富士見市、流山市 

【７８％】（３自治体） 高知市、我孫子市、豊川市                       

 

②下限額 

○各団体の令和５年度下限額と設計労務単価との比率 

 

 

〇対応案：越谷市は平成２９年度から公共工事設計労務単価の９０パーセントを基準としており、

また多くの自治体が９０パーセントを採用していることから、令和６年度についても公共工事 

設計労務単価の９０パーセントを基準とする。 

 

下限額 設計労務単価比 下限額 設計労務単価比 下限額 設計労務単価比

19 越谷市 2,835 90% 2,576 90% 1,834 90% 3,150 2,863 2,038

1 千葉県野田市 2,784 85% 2,402 85% 1,711 85% 3,275 2,825 2,013

2 神奈川県川崎市 3,094 92% 2,749 92% 1,898 92% 3,363 2,988 2,063
3 東京都多摩市 2,892 87% 2,510 84% 1,755 84% 3,338 2,988 2,100
4 神奈川県相模原市 3,027 90% 2,690 90% 1,857 90% 3,363 2,988 2,063
5 東京都国分寺市 3,004 90% 2,689 90% 1,890 90% 3,338 2,988 2,100
6 東京都渋谷区 3,004 90% 2,689 90% 1,890 90% 3,338 2,988 2,100
7 神奈川県厚木市 3,027 90% 2,690 90% 1,857 90% 3,363 2,988 2,063
8 福岡県直方市 2,350 80% 2,080 80% 1,430 80% 2,938 2,600 1,788
9 東京都足立区 2,892 87% 2,510 84% 1,755 84% 3,338 2,988 2,100
10 兵庫県三木市 2,480 90% 2,390 90% 1,590 90% 2,750 2,650 1,763
11 東京都千代田区 3,004 90% 2,689 90% 1,890 90% 3,338 2,988 2,100
12 埼玉県草加市 2,723 86% 2,408 84% 1,688 83% 3,150 2,863 2,038
13 東京都世田谷区 2,837 85% 2,540 85% 1,785 85% 3,338 2,988 2,100
14 高知県高知市 2,110 78% 1,760 75% 1,440 77% 2,700 2,350 1,875
15 千葉県我孫子市 2,510 77% 2,110 75% 1,490 74% 3,275 2,825 2,013
16 兵庫県加西市 2,470 90% 2,380 90% 1,580 90% 2,750 2,650 1,763
17 兵庫県加東市 2,470 90% 2,380 90% 1,580 90% 2,750 2,650 1,763
18 愛知県豊橋市 2,540 80% 2,210 80% 1,710 80% 3,175 2,763 2,138

20 東京都目黒区 3,005 90% 2,690 90% 1,890 90% 3,338 2,988 2,100
21 東京都日野市 2,837 85% 2,540 85% 1,785 85% 3,338 2,988 2,100
22 愛知県豊川市 2,477 78% 2,155 78% 1,668 78% 3,175 2,763 2,138
23 東京都新宿区 2,892 87% 2,509 84% 1,755 84% 3,338 2,988 2,100
24 東京都杉並区 3,004 90% 2,689 90% 1,890 90% 3,338 2,988 2,100
25 東京都江戸川区 2,892 87% 2,509 84% 1,755 84% 3,338 2,988 2,100

26 佐賀県佐賀市 2,070 80% 1,780 80% 1,380 80% 2,588 2,225 1,725
27 埼玉県富士見市 2,520 80% 2,290 80% 1,630 80% 3,150 2,863 2,038
28 千葉県流山市 2,620 80% 2,260 80% 1,610 80% 3,275 2,825 2,013
29 東京都港区 3,071 92% 2,749 92% 1,932 92% 3,338 2,988 2,100

軽作業員
自治体名

賃金下限額 設計労務単価（R5.2)

特殊作業員 普通作業員 軽作業員
特殊作業員 普通作業員
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（３）設計労務単価が設定されていない職種等の労働報酬下限額の取扱い 

①職種：屋根ふき工 

「屋根ふき工」については、賃金調査時に十分な有効標本数が確保できなかった等の理由

により、平成２６年度に全国単純平均値が参考値として示されて以降、設計労務単価が設定

されていないほか、埼玉県においても、同様に単価が設定されていない状況があります。 

 

 

○対応案：令和５年度同様に「案１」の積算を採用する。 

 

 【案１】最後に設定された正式な設計労務単価（平成２２年度・埼玉県適用の値）に、平

成２３年度から現在までの設計労務単価の伸び率（埼玉県平均）を乗じた値を設計労

務単価とみなし、下限額を積算する。（野田市、三木市） 

 

※設計労務単価の９０％とした場合 

    １６，２００円（平成２２年度設計労務単価）×０．９９６４（平成２３年度伸び率） 

×１．０２１３（平成２４年度伸び率）×１．１７７９（平成２５年度伸び率） 

×１．０７５９（平成２６年度伸び率）×１．０２５６（平成２７年度伸び率） 

×１．０２３９（平成２８年度伸び率）×１．０１６９（平成２９年度伸び率） 

×１．０２４２（平成３０年度伸び率）×１．０３１１（令和 元年度伸び率） 

×１．０１１７（令和 ２年度伸び率）×１．０１４１（令和 ３年度伸び率） 

×１．０１９３（令和 ４年度伸び率）×１．０６８０（令和 ５年度伸び率） 

×１．０５３８（令和 ６年度伸び率） 

÷８時間×９０％≒３，１１９円   （※Ｒ５年度は２，９６０円） 

 

 

 

【案２】平成２６年度の参考値（全国平均値）を設計労務単価とみなし下限額を積算する。 

（草加市、多摩市等） 

   ※設計労務単価の９０％とした場合 

１４，６３７円（参考値）÷８時間×９０％≒１，６４７円 

 

【案３】平成２６年度の参考値（全国平均値）に、平成２７年度から令和６年度の設計労

務単価の伸び率（全国平均）を乗じた値を設計労務単価とみなし、下限額を積算する。 

※設計労務単価の９０％とした場合 

１４，６３７円（参考値）×１．０４２（平成２７年度伸び率） 

×１．０４９（平成２８年度伸び率）×１．０３４（平成２９年度伸び率） 

×１．０２８（平成３０年度伸び率）×１．０３３（令和 元年度伸び率） 

×１．０２５（令和 ２年度伸び率）×１．０１２（令和 ３年度伸び率） 

×１．０２５（令和 ４年度伸び率）×１．０５２（令和 ５年度伸び率） 

×１．０５９（令和 ６年度伸び率） 

÷８時間×９０％≒２，３７６円   （※Ｒ５年度は２，２４４円） 

「屋根ふき工」とは・・屋根ふき作業について相当程度の技能を有し、瓦ふき、スレートふき、

土居ぶき等の屋根ふき作業又はふきかえ作業について主体的業務を行

うもの（板金工事に該当するものを除く） 

令和５年度下限額の積算として採用した対応 
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②職種：タイル工・建具工・建築ブロック工 

「タイル工」「建具工」「建築ブロック工」については、賃金調査時に十分な有効標本数が

確保できなかった等の理由により、令和６年度の設計労務単価が設定されておらず、埼玉県

による令和５年度の単価は設定されておりますが、新年度の単価については、例年４月の公

表となっている状況があります。 

 

○対応案：令和５年度同様に「案１」の積算を採用する。 

 

【案１】令和５年度の埼玉県による単価に、令和６年度の設計労務単価の伸び率（埼玉県

平均）を乗じた額を設計労務単価とみなし、下限額を積算する。 

※設計労務単価の９０％とした場合（例：建具工） 

２５，７００円（ 令和５年度県単価）×１．０５３８（ 令和６年度伸び率）÷８時間×

９０％≒３，０４７円    （※Ｒ５年度は２，９３２円） 

 

 

【案２】令和５年度の埼玉県による単価を設計労務単価とみなし、下限額を積算する。 

※設計労務単価の９０％とした場合（例：建具工） 

２５，７００円（令和５年度県単価）÷８時間×９０％≒２，８９１円 

 

 

②見習い・年金受給者に係る労働報酬下限額について 

１「見習い」として従事する労働者等、又は「年金等の受給」のために労働の対

価を調整している労働者等 

   技術が熟練していない「見習い」として従事する労働者に対して通常の下限額を適用するこ

とは、過大な賃金水準となり雇いやめ等のおそれがあること、また、「年金受給」のために労働

時間数や時給等を調整している労働者に下限額を適用することは、労働者にとって不利益とな

るおそれがあること等を踏まえ、特例として下限額を定めるものです。 

   昨年度までの審議内容を踏まえ、これら特例的な労働報酬下限額の水準について、また「見

習い」の定義づけについて、さらに「年金受給者」の特例報酬額設定の必要性の有無について、

ご協議をお願いいたします。 

 

○昨年度第３回会議結果 

⑴「見習い等」及び「年金受給者」の労働報酬下限額について、軽作業員の労働報酬下限額の

８０％という報酬水準は妥当である。 

⑵「見習い」については、定義があいまいであるため、低賃金雇用の抜け穴とならないよう、

アンケート調査を行ったうえで、定義づけができないか、次回審議会で議論する。 

⑶「手元」については、現場において必ずしも経験の浅い労働者を指す言葉ではないので、今

回から特例報酬額の対象外とする。 

⑷「年金受給者」については、アンケートでも一部存在が確認されており、直ちに対象外とす

るという判断はしにくいが、令和４年度から在職老齢年金の支給調整基準が４７万円に拡大

されたことも踏まえ、アンケート調査を行ったうえで、特例報酬額設定の必要性の有無につ

いて、次回審議会で議論する。 

令和５年度下限額の積算として採用した対応 
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（１）特例的な労働報酬下限額の計算方法について 

令和５年度まで、見習い等の下限額は、軽作業員の労働報酬下限額を基準とし、当該

下限額の８０％に設定しています。 

令和５年度見習い・手元等の下限額 

１，８３４円（令和５年度軽作業員下限額）×８０％≒１，４６７円 

 

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

1,224 円 1,260 円 1,314 円 1,342 円 1,350 円 1,350 円 1,467 円 

 

○他市の状況 

令和５年度における越谷市の下限額は、見習い等の下限額に特例を設けている１８自治体

のうち、軽作業員の設計労務単価に対して１番高い比率で下限額を設定しています。 

＜令和５年度の下限額設定状況＞ 

 
○上記下限額の積算方法 

・業務委託下限額と同額・・相模原市、渋谷区、厚木市、三木市、加西市、加東市、豊川市 
・市場の賃金実態等を総合的に勘案 ・・多摩市 
・日給１万円になるように設定 ・・杉並区 
・軽作業員の設計労務単価の６５％の額 ・・新宿区 
・軽作業員の設計労務単価の７０％の額 ・・世田谷区、目黒区、新宿区、江戸川区 
・軽作業員の労働報酬下限額の６７％の額 ・・豊橋市 
・軽作業員の労働報酬下限額の７０％の額 ・・我孫子市 

・軽作業員の労働報酬下限額の７８％の額 ・・足立区  

・軽作業員の労働報酬下限額の８０％の額 ・・越谷市 

見習い・手元等

（Ａ）

年金等の受給者

（Ｂ）

軽作業員

設計労務単価

（Ｃ）

見習い・手元等

（Ａ）/（Ｃ）

比率順
（全18自治体）

年金受給者

（Ｂ）/（Ｃ）

比率順
（全14自治体）

越谷市 1,467 1,467 2,038 72.0% 1 72.0% 1

千葉県野田市 ― ― 2,013 ― ― ― ―
神奈川県川崎市 ― ― 2,063 ― ― ― ―
東京都多摩市 1,135 1,135 2,100 54.0% 13 54.0% 9
神奈川県相模原市 1,120 1,120 2,063 54.3% 12 54.3% 8
東京都国分寺市 ― ― 2,100 ― ― ― ―
東京都渋谷区 1,172 1,172 2,100 55.8% 11 55.8% 7
神奈川県厚木市 1,107 1,107 2,063 53.7% 14 53.7% 10
福岡県直方市 ― ― 1,788 ― ― ― ―
東京都足立区 1,384 ― 2,100 65.9% 5 ― ―
兵庫県三木市 1,020 ― 1,763 57.9% 8 ― ―
東京都千代田区 ― ― 2,100 ― ― ― ―
埼玉県草加市 ― ― 2,038 ― ― ― ―
東京都世田谷区 1,470 1,470 2,100 70.0% 2 70.0% 2
高知県高知市 972 972 1,875 51.8% 16 51.8% 12
千葉県我孫子市 1,043 1,043 2,013 51.8% 17 51.8% 13
兵庫県加西市 1,000 ― 1,763 56.7% 10 ― ―
兵庫県加東市 1,010 1,010 1,763 57.3% 9 ― ―
愛知県豊橋市 1,146 1,146 2,138 53.6% 15 53.6% 11
東京都目黒区 1,470 1,470 2,100 70.0% 2 70.0% 2
東京都日野市 ― ― 2,100 ― ― ― ―
愛知県豊川市 1,038 1,038 2,138 48.6% 18 48.6% 14
東京都新宿区 1,365 1,365 2,100 65.0% 6 65.0% 5
東京都杉並区 1,470 1,470 2,100 70.0% 2 70.0% 2
東京都江戸川区 1,365 1,365 2,100 65.0% 6 65.0% 5
佐賀県佐賀市 ― ― 1,725 ― ― ― ―
埼玉県富士見市 ― ― 2,038 ― ― ― ―
千葉県流山市 ― ― 2,013 ― ― ― ―
東京都港区 ― ― 2,100 ― ― ― ―

自治体名

令和５年度 令和５年度軽作業員設計労務単価に対する各下限額比率
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○対応案（下限額の計算方法について）：令和５年度同様に「案１」の積算を採用する。 

 考え方： 「見習い」及び「年金受給者」に係る特例的な下限額の設定水準等については、

他自治体と比較すると本市の基準が１番高水準になっていることから、現行の水準

を維持するために、基準を継続する考えです。 

 

  【案１】設計労務単価にある職種を基準とし、令和６年度の労働報酬下限額に一定の割合を掛

けて下限額を積算する。 

 

※軽作業員を基準とし労働報酬下限額の８０％とした場合  

１，９０２円（軽作業員下限額）×８０％≒１，５２２円 

 

  

 

【案２】設計労務単価にある職種を基準とし、一定の割合を掛けて下限額を積算する。 

 

※軽作業員の設計労務単価の７０％とした場合  

２，１１３円（軽作業員労務単価）×７０％≒１，４８０円 

 

【案３】業務委託等において定めた令和６年度の労働報酬下限額（１，０９０円）を適用する。 

 

 

 

（２）見習いの定義づけについて 
「見習い」の雇用状況については、定義があいまいであるため、各社によって実態が様々

です。今年度実施したアンケート調査を参考に、「見習い」について雇用期間等で定義づ

けをすべきかどうか、協議をお願いいたします。 

○対応案 

【案１】 「見習い」の一律の定義づけは難しいため、これまで通り、特例賃金を定め、各社の雇

用形態に任せる。 

     ※低賃金雇用の抜け穴として、「見習い」を利用されるという懸念は残る。 

 

【案２】  これまで通り特例賃金を定めるが、３か月まで、半年まで、といった雇用期間によっ

て「見習い」の定義を定めて、各事業者に雇用形態を遵守させる。 

      ※アンケートでは、各社とも基準が多種多様であったことと、公契約現場とその

他の現場で賃金を使い分けるといった懸念も想定される。 

 

【案３】  定義づけが難しいことと、アンケートでは建設現場において「見習い」として雇用し

ている実態が少ないことから、「見習い」の特例賃金自体を撤廃する。 

       ※アンケートでは、「見習い」を想定している事業者は３分の１あり、また「見習い」

を選択肢として継続すべき、という事業者が過半数を占めた。 

 

 

 

 

令和５年度下限額の積算として採用した対応 
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（３）年金受給者に係る特例的下限額を設定する必要性について 
・在職老齢年金の支給調整基準について（令和４年度から変更有） 

令和４年３月以前の６５歳未満の方の在職老齢年金は、「総報酬月額相当額」と「老齢厚生

年金の基本月額」の合計が『２８万円』を上回った場合は年金額の全部または一部が支給停

止されていましたが、令和４年４月以降は６５歳以上の方と同様に、「総報酬月額相当額」と

「老齢厚生年金の基本月額」の合計が『４７万円』を上回った場合は年金額の全部または一

部が支給停止されることとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○対応案 

【案１】  アンケート結果から、年金受給のために賃金により調整をしている労働者は非常に

少ないと思われ、また支給調整基準も拡充されて影響も少なくなったことから、「年金

受給者」の特例賃金は廃止する。（労働時間で賃金調整することは可能） 

 

【案２】  アンケートでは、３５％の事業者が特例を継続すべきと回答したため、適用する場

面は少ないとはいえ、選択肢として「年金受給者」の特例賃金は残す。 







 

資 料 

令和６年３月１４日 

 

 

 

令和５年度越谷市労働報酬等審議会 第２回会議 

【受注者・労働者アンケート調査結果資料】 

 

 

１． 受注者向けアンケート調査結果 

 

２． 労働者向けアンケート調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

手 
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１ 受注者向けアンケート調査結果 

見習い・年金受給者の実態を把握するため、市内事業者及び受注実績のある市外

事業者の方を対象にアンケート調査を実施しました。 
 

調査対象：市内事業者及び受注実績のある市外事業者 151 者 (市内 114 者､市外 37 者) 

（※アンケートでは、おおむね直近１年間の状況を対象としています） 

調査期間：令和５年１２月６日～１２月２８日  

回答数：４０者 
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- 3 - 

受注者向けアンケート調査結果まとめ 

【見習いについて】 
① 「見習い」として労働者を雇用している事業者は、４０社中２社のみである。 

その２者は、維持管理業務委託が１者、市外のメンテナンス業務が１者であり、

建設工事を請け負った会社については全て「見習いはいない」という回答であっ

た。（建設工事において、「見習い」は事実上いなかったと判断できる） 
② 「見習い」を想定していない事業者が２８者と、全体の３分の２を占めている。 
③ 「見習い」を雇用形態として想定している業者は１３者いたが、各社でその基準

は多種多様であった。（全ての会社が『入社期間』を基に定義している） 
④ 「見習い」を想定していない会社も含めて、「見習い」を選択肢として継続すべ

きであるとした会社が２６者（６５％）を占めた。 
 
【年金受給者について】 
① 「年金受給者で収入調整をしている労働者」は現場にほとんどいない（いると

答えたのは４０者中１者であり、割合も不明）。 
② 年金受給者の特例を「継続すべき」とした業者は全体の３５％であった。（４０

者中１４者） 
③ 「継続すべき」とした理由については、「年金の支給額を減額されることのない

ように配慮するべきである」というものが多数を占めた。（具体的な基準につい

ては、特に意見はなかった） 
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２ 労働者向けアンケート調査結果 

見習い・年金受給者の実態を把握するため、市発注工事の現場で働く労働者を対象に

アンケート調査を実施しました。 
 

対象･回答：①公園整備工事（西大袋第１号公園）０名、 ②橋梁耐震整備工事（千代田橋）１６名 

      ③しらこばと運動公園競技場改修工事７名、 ④市立大袋小学校外構等改修工事１１名 

      ⑤（仮称）緑の森公園保育所建設工事２３名 

調査期間：令和５年１１月２０日～令和６年１月末 

回答数：５７名 
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労働者向けアンケート調査結果まとめ 

【見習いについて】 
①「見習い」（試用期間中）として働いている労働者は１名のみ（２％）。既に１年

以上働いている方であった。給与水準については「わからない」という回答。  

    
【年金受給者について】 

①年金受給者は、回答５５名中６名（１０．９％）。 
②その内「年金受給者で収入調整をしている労働者」は２名（３．６％）。 
③２名の年金月額は「７万円」と「１６万円」であり、それぞれ年金支給調整基準

額（４７万円）まで「４０万円」と「３１万円」の差がある。 
④『調整方法』については未記入であったため、「賃金」による調整なのか、「労働

時間」による調整なのかは不明。 


